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令和 8年度（2026 年度）保険料改定のご案内 
 

時下 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は当協会の事業へのご理解、ご協力を賜りま

して誠にありがとうございます。 
さて、先般【令和 7 年 8 月付 令和 8 年度(2026 年度)参考保険料のご案内】にて、保険料改定の可能性につ

いてご案内してまいりましたが、このたび正式に改定内容が決定いたしましたので、下記のとおりご案内申し

上げます。 
   

1.改定対象 

・依頼子供傷害保険    ・サービス提供会員傷害保険 

・研修会合傷害保険    ・新 研修修会合傷害保険 

2.改定概要 

 ・昨今の猛暑による熱中症リスクの高まりを受け、熱中症補償をすべてのタイプに付帯いたします。 

・これにより、従来よりも安心してご利用いただける補償内容へと進化いたします。 

・2024 年 6 月の傷害保険参考純率改定および収支状況を踏まえ、保険料を改定いたします。その一方で、加

入者の皆様のご負担を軽減するため、サービス提供会員傷害保険死亡保険金を一部減額いたします。 

なお、賠償責任保険、お見舞金制度、移動サービス専用自動車保険、感染症補償制度（ファミサポ事業のみ） 

は、先般のご案内から変更はございません。 

※本資料は保険料改定のご案内です。詳しい保険料や補償内容および正式なお申込みにつきましては、 

令和 8年 2月以降にご案内予定のパンフレットをご参照ください。 

※お見積をご希望の方は、下記専用ページよりご依頼ください。

https://www.jaaww.or.jp/topics/insurance-quote-request-form/ 

 

≪この件に関するお問い合わせ≫ 取扱代理店  ：一般財団法人女性労働協会 保険代理店  

TEL 03-3456-4410 
               引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社（幹事） 

対象 タイプ 
改定前 

保険料 

改定後 

保険料 

死亡 

保険金額 
改定箇所 

依頼子供 

傷害保険 

Ａ 6,640 円 7,120円 

300 万円 

※変更なし ・全タイプに熱中症補償を付保 

※D・Ⅲタイプは従来から補償対象 

・保険料率の見直し改定 

Ｂ 7,060 円 7,620円 

Ｃ 10,430 円 11,110円 

Ｄ 12,200 円 12,750円 

サービス 

提供会員 

傷害保険 

Ⅰ 10,960円 11,090円 300 万円 

Ⅱ 13,210円 13,040円 400 万円 

Ⅲ 15,840円 15,900円 450 万円 

研修・会合 

傷害保険 

Ａ 20 円 21 円 

 ※変更なし 
・全タイプに熱中症補償を付保 

・保険料率の見直し改定 

Ｂ 29 円 31 円 

新 研修・会合 

傷害保険 

Ａ 23 円 24 円 

Ｂ 33 円 33 円 

一般財団法人 女性労働協会 

重 要 

https://www.jaaww.or.jp/topics/insurance-quote-request-form/

